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▶対象者　今までに肺炎球菌ワクチンを接種したことがない下表の方。
対　　　　象 案内通知等

65歳 昭和32年4月2日生～昭和33年4月1日生 ハガキで通知します。
70歳 昭和27年4月2日生～昭和28年4月1日生

今までに接種したことが無い方で
接種を希望される方は、保健セン
ターへご相談ください。

75歳 昭和22年4月2日生～昭和23年4月1日生
80歳 昭和17年4月2日生～昭和18年4月1日生
85歳 昭和12年4月2日生～昭和13年4月1日生
90歳 昭和 7年4月2日生～昭和 8年4月1日生
95歳 昭和 2年4月2日生～昭和 3年4月1日生

100歳 大正11年4月2日生～大正12年4月1日生
　接種時に満60歳～満65歳未満で、心臓、腎臓、呼吸器の機能又はヒト
免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障がいを有し、身体障害者手帳1
級を所持している方
▶接種期間　4月1日（金）～令和5年3月31日（金）
▶接種回数　生涯1回接種
▶費　　用　3,000円（ただし、生活保護受給者は無料）
▶接種場所　町内の指定医療機関 ※町外で接種を希望される方は、事前に保健センターへご相談ください。
※ 新型コロナウイルスワクチンとの接種間隔は13日以上空けることとなっています。接種日程を決める際に

ご注意ください。

令和4年度高齢者肺炎球菌ワクチン対象者について
問合せ　保健センター　☎992-3170

松伏町国民健康保険の被保険者の方 後期高齢者医療保険の被保険者の方
▶要件　次の要件に全て該当する方
　・ 申請日及び受診日に松伏町国民健康保険に加入してい

る方
　・人間ドックの受診日に35歳以上の方
　・国民健康保険税を完納されている方
　・ 人間ドックの助成を受ける年度内に特定健康診査を受

診していない及び受診する予定がない方
　・ 受診結果を国へ統計資料として提供することに同意し

ていただける方
▶定員　150名（申込み順）
▶助成額　人間ドックに要した費用の7割とし、21,700円
を限度とします。
▶申込み　①国民健康保険証②免許証などの本人確認書
類③特定健康診査受診券（お持ちの方）を持参の上、国保年
金担当へお申し込みください。
※ 受診票等を発行しますので、必ず人間ドック受診前にお

申し込みください。（受診後の申請は受け付けできません）。
▶申請　人間ドック受診後1か月以内に①国民健康保険証
②人間ドック検診結果表③領収書（「人間ドック」と記載があ
るもの）④預金通帳（助成金振込口座）を持参の上、国保年金
担当に申請してください。
▶注意事項　同一年度に、人間ドックの助成と特定健康診
査の受診はできません。

▶要件　次の要件に全て該当する方
　・ 松伏町に住民票がある又は松伏町から県

外の介護施設等に入所している方（住所地
特例適用）

　・ 後期高齢者健康診査（集団検査）を受診し
ていない及び受診する予定がない方

　・ 後期高齢者医療保険料を完納されている方
▶定員　30名（申込み順）
▶助成額　人間ドックに要した費用（100円未
満の端数がある場合は切り捨て）とし、20,000円
を限度とします。助成は1人につき同一年度中に
1回限りです。また、転入前の市区町村で助成を
受けた場合や他の制度により助成を受けている
場合には、助成を受けることができません。
▶申込み　受診前に電話で後期高齢者医療担当
へお申し込みください。
▶申請　人間ドック受診後1か月以内に①後期
高齢者医療保険証②人間ドック検診結果表③領
収書（「人間ドック」と記載があるもの）④預金通
帳（助成金振込口座）を持参の上、後期高齢者医
療担当へ申請してください。

人間ドック受診料を助成します
問合せ　住民ほけん課
国保年金担当　　　　☎991-1868
後期高齢者医療担当　☎991-1884


